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富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市介護保険条例（平成１２年条例第６号）の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 
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提 案 理 由 

第７期高齢者保健福祉計画の策定等に伴い、富士見市介護保険条例の一部を改正し

たいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

 



 

富 士 見 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市介護保険条例（平成１２年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成 

３２年度」に改め、同項第１号中「２９，５９２円」を「３０，８６４円」に改め、

同項第２号中「４１，４２８円」を「４３，２０９円」に改め、同項第３号中「 

４４，３８８円」を「４６，２９６円」に改め、同項第４号中「５３，２６５円」を

「５５，５５５円」に改め、同項第５号中「５９，１８４円」を「６１，７２８円」

に改め、同項第６号中「６５，６９４円」を「６８，５１８円」に改め、同号ア中

「という。）」の次に「（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。

以下この項において同じ。）」を加え、同項第７号中「７６，９３９円」を「 

８０，２４６円」に改め、同項第８号中「９７，６５３円」を「１０１，８５１円」

に改め、同項第９号中「１００，６１２円」を「１０４，９３７円」に改め、同項第

１０号中「１１２，４４９円」を「１１７，２８３円」に改め、同項第１１号中「 

１１８，３６８円」を「１２３，４５６円」に改め、同項第１２号中「 

１２４，２８６円」を「１２９，６２８円」に改め、同項第１３号中「 

１３０，２０４円」を「１３５，８０１円」に改め、同条第２項中「平成２７年度か

ら平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に、「２６，６３２円」を

「２７，７７７円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の富士見市介護保険条例第１０条の規定は、平成３０年度

以降の年度分の保険料について適用し、平成２９年度までの保険料については、な

お従前の例による。 


